
携帯電話の電話番号数の拡大に向けた 

電気通信番号に係る制度等の在り方 

（説明資料） 

 

平成２３年５月２５日 
総務省 総合通信基盤局 

番号企画室 
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諮問背景① 携帯電話サービスの契約数の増加 

千万契約 ％ 
 携帯電話サービスの契約数は、平成２３年３月末時点で約１億２０００万件。 

 携帯電話サービスの契約数は、ここ数年では年間約５００万件の割合で増加傾向。 
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約５００万件／年の割合で 

契約数が増加 



我が国の携帯電話の電話番号の変遷 

時 期 追加番号帯 全番号帯 番号容量 

昭和54年12月3日 ０３０－ＣＤ＋５桁 ０３０－ＣＤ＋５桁 １０万 

昭和60年12月 ０４０－ＣＤ＋５桁 ０３０/０４０－ＣＤ＋５桁 ２０万 

昭和63年3月 ０３０/０４０＋７桁 ０３０/０４０＋７桁 １０００万 

平成7年7月 【ＰＨＳ】０５０＋７桁 【ＰＨＳ】０５０＋７桁 （ＰＨＳ：１０００万） 

平成8年1月 ０８０/０９０＋７桁 ０３０/０４０/０８０/０９０＋７桁 ２０００万 

平成8年9月 
０１０＋７桁 

（削除） ０４０/０９０＋７桁 ０１０/０３０/０８０＋７桁 ３０００万 

平成9年3月 【ＰＨＳ】０６０＋７桁 【ＰＨＳ】０５０/０６０＋７桁 （ＰＨＳ：２０００万） 

平成9年4月 ０２０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０８０＋７桁 ４０００万 

平成9年11月 ０４０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０４０/０８０＋７桁 ５０００万 

平成10年10月 ０９０＋７桁 ０１０/０２０/０３０/０４０/０８０/０９０＋７桁 ６０００万 

平成11年1月1日 
【携帯】 ０９０＋８桁に統一 

【ＰＨＳ】 ０７０＋８桁に統一 

【携帯】 ０９０＋８桁 

【ＰＨＳ】 ０７０＋８桁 

９０００万 

（ＰＨＳ：９０００万） 

平成14年3月 ０８０＋８桁 ０９０/０８０＋８桁 １８０００万 

平成18年10月24日 携帯電話の番号ポータビリティ（MNP）が開始 
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発信者が携帯電話の
位置を都道府県単位
で予め予測してダイヤ
ルする「地域指定方
式」であった。 

ＣＤが地域識別番号と
して都道府県単位に設
定された（東京：３１、大
阪：６１ 等） 

発信者が都道府県単
位から半径160km圏内

外で予め予測してダイ
ヤルする「準地域指定
方式」に変更。 

０３０・０４０が地域識別
番号として、それぞれ、
発信場所から半径
160km圏内・圏外の２
つの単位に設定された。 

発信者が予め地域を
予測することなくダイヤ
ル可能な「地域無指定
方式」となった。（現在
のダイヤル方式） 



０Ａ０番号帯の利用状況 4 

番号帯 用途 利用状況 番号容量 指定番号数 関係制度

０１０ 国際電話 電気通信番号規則第14条

０２０－【４】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 120万

０２０－【１～３及び５～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 （未指定）

０３０ （未定）

０４０ （未定）

０５０－【１～３及び５～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 2028万

０５０－【４】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 （未指定）

０６０－【３】ＤＥＦＧＨＪＫ 1000万 270万

０６０－【１～２及び４～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 8000万 （未指定）

０７０－【５及び６】ＤＥＦＧＨＪＫ 2000万 1490万

０７０－【１～４及び７～９】ＤＥＦＧＨＪＫ 7000万 （未指定）

０８０ ０８０－【１～９】ＤＥＦＧＨＪＫ

０９０ ０９０－【１～９】ＤＥＦＧＨＪＫ

０２０

０５０

０６０

電気通信番号規則第9条1項5号

電気通信番号規則第10条1項2号

電気通信番号規則第10条1項1号

無線呼出し（ポケベル）

ＩＰ電話

ＦＭＣサービス

０７０ ＰＨＳ

携帯電話

電気通信番号規則第9条1項4号

電気通信番号規則第9条1項3号18000万 16040万
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【開始後1年】
利用累計：約342万件
利用率：約3.4%

【開始後2年】
利用累計：約573万件
利用率：約5.5%

【開始後3年】
利用累計：約777万件
利用率：約7.1%

【開始後4年】
利用累計：約1059万件
利用率：約9.2%

携帯電話の番号ポータビリティの利用状況 5 

 平成２３年３月末までの累計で約１２００万件の利用（平成18年10月24日番号ポータビリティ開始） 

 平成２３年３月末の携帯電話サービスの契約数（約１億２千万件）に対して、約１０％の利用率。 

電話番号は 

そのまま 

携帯電話会社を変更しても、携帯の電話
番号はそのままで、変更後の携帯電話会
社のサービスを利用可能 

携帯電話の番号ポータビリティ 利用状況の推移 

事業者Ａ 事業者Ｂ 



諮問背景② 新たな需要 ： Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）サービス 

  

テレマティクス
カーナビ etc

移動体管理
配車システム

運行管理 etc 情報家電
電子書籍、フォトフレーム、

ポータブルゲーム etcセキュリティー管理
ホームセキュリティシステム

子ども見守り etc

テレメトリング
メータ検診、遠隔監視、

観測システム etc
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 携帯電話の通信モジュールを搭載した機器間の通信（Ｍ２Ｍ）サービスは、電子書籍等を始め
幅広い分野で利用が拡大。 

 平成２３年３月末時点で、携帯電話の通信モジュールの契約数は累計約４７０万件。 

 Ｍ２Ｍサービスは、通信モジュールの低廉化に併せて需要が増加する可能性がある。 

Ｍ２Ｍサービスの利用分野 携帯電話の通信モジュールの価格推移 

○出典：関係者事業者からのヒアリング結果

値段

２００８ ２００９ ２０１０

海外ベンダーがキャリア
に販売している通信
モジュール

６０００円／個

・・・・・・

２５０００円／個

新たな需要
【Ｍ２Ｍサービス】
ゲーム端末

電気自動車 等

２００００円／個

１００００円／個

キャリアが販売している
通信モジュール

２０１０年単年

通信モジュール
契約数

【１,４１５,５００件】

36mm

35mm
通信モジュールのサイズ（例）

２００８年単年

通信モジュール
契約数

【３１５,８００件】

２００９年単年

通信モジュール
契約数

【４２８,０００件】



想定されるＭ２Ｍサービスの需要母体 

No. もの 推計数 出所／算出根拠 

1 電子書籍端末 690万 シード・プランニング社『電子書籍端末と関連市場の動向』より電子書籍端末の国内市場規
模予測台数（230万/年）を元に、今後３年間の需要数を推計。 

2 ディジタルフォトフレーム 300万 
シード・プランニング社『2010年版携帯電話の法人市場展望』より将来的ポテンシャル数
（100万/年）を元に、今後３年間の需要数を推計。 

3 屋内外電子公告 200万 
デジタルサイネージ端末台数は、世界で2008年75万8000台、2010年推計122万台。国内は
金額換算でこれの18％のため、20万台と推計。未電子化のものが10倍あると想定 

4 
自動車 
（二輪車、貨物・特殊用途含む） 

7800万 
H22年8月保有台数 
http://www.airia.or.jp/number/index.html 

5 自転車 7900万 
H22年保有台数 
http://www.jbpi.or.jp/?sub_id=4&category_id=236&dir_no=TOP_ROOT:160:236 

6 IT・白物家電 6億 年間販売台数（2億台）×耐用年数（3年）として算出 

7 パソコン 5200万 年間販売台数（1300万台）×耐用年数4年として算出 

8 自動販売機 520万 
H21年普及台数 
http://www.jvma.or.jp/information/2_01.html 

9 電気・ガス・水道メーター 2億4000万 
H20年の電気メーター数（8000万）×3として算出 
http://www.meti.go.jp/committee/meterials2/downloadfiles/g100831a07j.pdf 

10 街路灯 4700万 東京都が管理している街路灯から推計 

11 
自然環境調査用センサ 
（地震、CO2濃度等） 

3800万 日本面積37.7万平方㎞、1平方㎞あたり100個として算出 

12 河川流量監視センサ 100万 
河川300mあたり1個として算出 
http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/index.html 

13 農業用センサ 18億5100万 
耕地面積463万ha、25平方mあたりに1個として算出 
http://www.stat.go.jp/data/nihon/07.html 

14 その他 1億6690万 飼育されている犬・猫、パチンコ台、昇降機、駐車場、POS等 

計 31億7000万 
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諮問背景③ 携帯電話に指定可能な電話番号の現状 

携帯電話番号の指定可能番号数 

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

（千万番号）

現在の需要が続くと、 
平成２６年２月頃に 

指定可能な電話番号が 
不足すると想定。 

  

 携帯電話の電話番号は、現在、０８０＋８桁又は０９０＋８桁の番号が利用可能（全１億８０００
万番号） 

 平成２３年３月末時点で、１億６０４０万番号が指定済み。（残り１９６０万番号） 

 現在の需要が続くと、平成２６年２月頃に指定可能な電話番号が不足すると想定。 

 Ｍ２Ｍサービス等の新たな需要が拡大すると、電話番号が不足する時期は更に早くなる。 
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指定可能な携帯電話の電話番号の推移 

H26 H25 H24 H22 H23 H16 H21 H20 H19 H17 H18 



諮問背景④ 第一種指定電気通信設備との網間信号接続に関する指定要件 9 

 電気通信番号の指定を受ける事業者に対し、『第一種指定電気通信設備との網間信号接続』に
係る要件を規定。 

 当該設備との網間信号接続において、他の電気通信事業者の網を介した接続形態等が可能とな
れば、更なるサービス形態の多様化や利用料金の低廉化が期待。 

中継 
交換機 

加入者 
交換機 

加入者 
交換機 

電気通信番号の指定を受ける事業者の網 

○サービス形態の多様化の例 

中継 
交換機 

加入者 
交換機 

中継 
交換機 

加入者 
交換機 

加入者 
交換機 

電気通信番号の指定を受ける事業者の網 

中継 
交換機 

加入者 
交換機 

他事業者の網 

（新たなサービス形態の例） 

：第一種指定電気通信設備 

（現状） 



検討項目（案） 及び 今後の予定 

•今後の携帯電話の電話番号の需要動向について 

•現在、携帯電話の利用を保留している０９０－０を利用すること。 

• ０９０、０８０に次ぐ携帯電話の電話番号帯として０７０を利用すること。 

１．携帯電話の電話番号として利用可能な番号の拡大に向けた検討 

•将来の需要の増加が見込まれるＭ２Ｍサービスに関して、桁増しによる電話番号数の
拡大や専用の電話番号帯を設けることについて 

•携帯電話とＰＨＳとの間において番号ポータビリティを導入することについて 

• その他の携帯電話の電話番号帯の逼迫対応策について 

２．Ｍ２Ｍサービスでの番号利用や携帯電話とＰＨＳとの番号ポータビリティの在り方の検討 

•第一種指定電気通信設備との網間信号接続に係る指定要件について 

３．電気通信番号の指定要件の在り方の検討 
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 検討項目（案）： 

 今後の予定 ： 今年度内をめどに答申を頂くことを予定 



 
（参考資料） 
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0円

5兆円

10兆円

15兆円

1985年（昭和60年） 2009年（平成21年）

NTTドコモ：
4兆2,844億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ：
1兆7,014億円

NTT：5兆1,340億円

KDD：2,230億円

KDDI（固定）：8,392億円

NTTコム：1兆0,792億円

NTT東日本：
1兆9,286億円

NTT西日本：
1兆7,808億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：3,487億円

5兆3,570億円

15兆
4,606億円

その他：8,482億円

NTT
9兆0,730億円

KDDI
3兆4,893億円

ソフトバンク
2兆0,501億円

※ 各事業者の決算資料等（KDDIについては決算短信中のセグメント別売上高、ソフトバンクグループについてはソフトバンク社の連結決算短信中のセグメン
ト別売上高）に基づき作成。

KDDI（au）：
2兆6,501億円

携帯電話を含む電気通信市場の変化 12 



電気通信番号に係る制度（電気通信番号規則） 13 

○携帯電話及びＰＨＳの電話番号について 

（端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号）  

第九条  端末系伝送路設備（第十二条に規定するも

のを除く。）を識別するための電気通信番号（第十条

の電気通信番号を除く。）は、次のとおりとする。  

一・二 （略）  

三  携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別する

ための電気通信番号は、別表第一第六号に定め

るものとする。  

四  PHS に係る端末系伝送路設備を識別するため

の電気通信番号は、別表第一第七号に定めるも

のとする。  

五・六 （略） 

２  （略） 

別表第一 

第六号（第９条第１項第３号関係） 

８０ＣＤＥＦＧＨＪＫ又は９０ＣＤＥＦＧＨＪＫ（Ｃは０を除

く。） 

ただし、ＣＤＥは、総務大臣の指定により第５条第１項

の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 

注 英字は、十進数字とする。第七号（第９条第１項第４

号関係） 

第七号（第９条第１項第４号関係） 

７０ＣＤＥＦＧＨＪＫ（Ｃは０を除く。） 

ただし、ＣＤＥは、総務大臣の指定により第５条第１項

の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 

 注 英字は、十進数字とする。 

 

○第一種指定電気通信設備との接続要件について（別表第二） 
  

電気通信番号の種別 要件 

１ 第５条第１項に規定す
るもの 

（００ＸＹ） 

１ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備（注１）と網間信号接続（中継系伝送路設備を
用いて接続するものをいう。以下同じ。）を行うこと（ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。）。 

２・３ （略） 

２ 第５条第２項に規定す
るもの 

（００９１ＸＹ） 

１ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

２・３ （略） 

３・４ （略） （略） 

５ 第９条第１項第１号に
規定するもの 

（０ＡＢＪ） 

１～５ （略） 
６ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

７・８ （略） 

６ 第９条第１項第２号に
規定するもの 

（０９１） 

法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣が特
に認める場合を除く。）。 

７ 第９条第１項第３号に
規定するもの 

（０８０/０９０） 

１ （略） 
２ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

３ （略） 

８ 第９条第１項第４号に
規定するもの 

（０７０） 

１ （略） 
２ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

３ （略） 

９ 第９条第１項第５号に
規定するもの 

（０２０） 

１ （略） 
２ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

１０ （略） （略） 

１１ 第１０条第１項第１号
に規定するもの 

（０６０） 

１ （略） 
２ 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して法第３３条第２項に規定する第一種指
定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 

３ （略） 

１２ 第１０条第１項第２号
に規定するもの 

（０５０） 

１ （略） 
２ 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限る。）の網を介して法第３３条第２項に規定する第一種指
定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 

３・４ （略） 

１３ 第１０条第１項第３号
に規定するもの 

（０ＡＢ０）（１ＸＹ） 

１・２ （略） 
３ 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総務大臣
が特に認める場合を除く。）。 

１４・１５ （略） （略） 
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国名 携帯電話の番号体系 番号容量 
加入者数 

（人口/普及率） 

ドイツ 

０１５＋CDEFGHJKL（全12桁） 
０１６＋CDEFGHJK（全11桁）  ※ C = 0 , 2 , 3 に限る 
０１７＋CDEFGHJK（全11桁） 

１１億３千万 
１億５００万 

（８２６７万/１２７％） 

イギリス ０７＋BCDEFGHJK（全11桁）  ※ C = 0 , 6 を除く ８億 
８０３７万 

（６１８２万/１３０％） 

フランス 
０６＋BCDEFGHJ（全10桁） 
０７＋BCDEFGHJ（全10桁）  ※ B = 5 , 6 , 7 , 8 , 9 に限る 

１億５千万 
５９５４万 

（６２６７万/９５％） 

オランダ ０６＋BCDEFGHJ（全10桁）  ※ B = 6 を除く ９千万 
２１１８万 

（１６６７万/１２７％） 

イタリア ０３＋BCDEFGHJK（全11桁） １０億 
９０６１万 

（６０００万/１５１％） 

スペイン 
０６＋BCDEFGHJ（全10桁） 
０７＋BCDEFGHJ（全10桁）  ※ B = 7 を除く 

１億９千万 
５０９９万 

（４５１２万/１１３％） 

中国 

０１３＋CDEFGHJKL（全12桁） 
０１５＋CDEFGHJKL（全12桁） 
０１８＋CDEFGHJKL（全12桁） 

３０億 
７億４７００万 

（１３億５８１８万/５５％） 

インド 

０７＋BCDEFGHJK（全11桁） 
０８＋BCDEFGHJK（全11桁）  ※ B = 2 , 3 , 4 , 5 を除く 
０９＋BCDEFGHJK（全11桁）  ※ B = 6 を除く 

２５億 
５億２５０８万 

（１２億２１１３万/４３％） 

注）２００９年末現在の値 


